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前文前文前文前文    

 

三田市議会三田市議会三田市議会三田市議会（（（（以下以下以下以下「「「「議会議会議会議会」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、市民市民市民市民からからからから選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ばれたばれたばれたばれた三田市議会議員三田市議会議員三田市議会議員三田市議会議員（（（（以以以以

下下下下「「「「議員議員議員議員」」」」というというというという。）。）。）。）でででで構成構成構成構成されされされされ、、、、同同同同じくじくじくじく市民市民市民市民からからからから選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ばれたばれたばれたばれた市長市長市長市長とととと並並並並ぶぶぶぶ市民市民市民市民のののの代表代表代表代表

機関機関機関機関であるであるであるである。。。。    

    二二二二つのつのつのつの代表機関代表機関代表機関代表機関はははは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの異異異異なるなるなるなる特性特性特性特性をををを活活活活かしてかしてかしてかして市民市民市民市民のののの信託信託信託信託にににに応応応応えるえるえるえる責務責務責務責務をををを負負負負ってってってって

おりおりおりおり、、、、二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの実効性実効性実効性実効性をををを高高高高めめめめ、、、、市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって最良最良最良最良のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを導導導導くくくく共通共通共通共通のののの使命使命使命使命がががが課課課課ささささ

れているれているれているれている。。。。    

    合議制合議制合議制合議制のののの機関機関機関機関であるであるであるである議会議会議会議会はははは、、、、多様多様多様多様なななな市民意思市民意思市民意思市民意思をををを市政市政市政市政へへへへ的確的確的確的確にににに反映反映反映反映させるためさせるためさせるためさせるため、、、、活発活発活発活発なななな討討討討

議議議議によりによりによりにより多様多様多様多様なななな観点観点観点観点からからからから市政監視市政監視市政監視市政監視とととと政策提言政策提言政策提言政策提言をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、公平公平公平公平でででで、、、、公正公正公正公正かつかつかつかつ透明透明透明透明なななな議議議議

会運営会運営会運営会運営をををを推進推進推進推進しししし、、、、政策政策政策政策のののの立案立案立案立案、、、、決定決定決定決定、、、、執行及執行及執行及執行及びびびび評価評価評価評価におけるにおけるにおけるにおける論点及論点及論点及論点及びびびび争点争点争点争点をををを市民市民市民市民にににに明明明明らからからからか

にするにするにするにする役割役割役割役割をををを担担担担っているっているっているっている。。。。    

    近年近年近年近年のののの地方分権地方分権地方分権地方分権のののの進展進展進展進展にににに伴伴伴伴うううう権限権限権限権限のののの移譲移譲移譲移譲によりによりによりにより三田市三田市三田市三田市のののの自主的自主的自主的自主的なななな決定決定決定決定とととと責任責任責任責任のののの範囲範囲範囲範囲がががが拡拡拡拡

大大大大したしたしたした今日今日今日今日、、、、多様多様多様多様なななな市民意思市民意思市民意思市民意思をををを反映反映反映反映するするするする議会議会議会議会がががが市民福祉市民福祉市民福祉市民福祉のののの向上向上向上向上にににに果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割はははは、、、、住民住民住民住民

自治自治自治自治のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる上上上上でますますでますますでますますでますます重要重要重要重要になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。    

    議会議会議会議会はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの歩歩歩歩みをみをみをみを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、議会議会議会議会のののの基本理念基本理念基本理念基本理念、、、、議員議員議員議員のののの役割役割役割役割とととと責務責務責務責務などのなどのなどのなどの基本原則基本原則基本原則基本原則

をををを定定定定めることによりめることによりめることによりめることにより市民市民市民市民のののの信託信託信託信託にににに全力全力全力全力でででで応応応応ええええ、、、、市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指しししし、、、、市民市民市民市民とともとともとともととも

にににに歩歩歩歩むことをむことをむことをむことを決意決意決意決意しししし、、、、ここにこのここにこのここにこのここにこの条例条例条例条例をををを制定制定制定制定するするするする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この前文は、この条例を制定することとなった背景を明らかにするとともに、三田市議会

が市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会になることを決意したことについて定めた

ものです。 

 

【解説】 

国政における議院内閣制と異なり、地方公共団体で採用されている二元代表制の特徴は、

市長と議会とがともに市民から選ばれているところにあります。 

また、市長が自らの考えのみによって市長の権限に属することについて決定することがで

きる（独任制）のに対し、議会はそれぞれに選挙を通じて市民の多様な意見、価値観を代表

する議員が集まって議論することによりものごとが決定される合議制の機関であるというこ

とが大きな特徴です。 

そして両者には、その異なる特性を活かして切磋琢磨することによって二元代表制の長所

を引き出し、市民にとって最良の意思決定を導くことを通じて市民の福祉を向上することが

共通の使命として課されています。 

さらに、いわゆる地方分権一括法が平成１２年４月に施行されて以来地方分権改革が進

み、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大されることになり、市長の権限が大き

くなりました。それと同時に、市長とは相互に抑制・均衡の関係にある議会の持つ権限や責

任も重要さが増すことにもつながりました。 

こういった状況にある中での議会の役割は、市民社会の成熟に伴いより複雑・多様化して

きた市民の意見・価値観をよりよく市政へ反映させるために活発な自由討議を行い、市政の
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監視と政策提言を行うとともに、それらの過程が市民から見て分かりやすいものとなるよう

に、公平・公正・透明な議会運営を行い、市政執行全般における論点・争点を市民に対して

明らかにすることであると考えます。この議会に課された役割を果たすため、議会の基本原

則を明らかにし、もって市民の信託に全力で応えられるようにすることを目指して、三田市

議会基本条例を定めることとしたものです。 
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第第第第１１１１章章章章    目的目的目的目的    

第１条 目的 

 

    （（（（目的目的目的目的））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、議会議会議会議会のののの基本理念基本理念基本理念基本理念、、、、議員議員議員議員のののの役割役割役割役割とととと責務責務責務責務などのなどのなどのなどの基本原則基本原則基本原則基本原則にににに加加加加ええええ、、、、議会及議会及議会及議会及びびびび

市長等市長等市長等市長等（（（（執行機関執行機関執行機関執行機関としてのとしてのとしてのとしての市長市長市長市長、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会、、、、監査委員監査委員監査委員監査委員、、、、公平委員会公平委員会公平委員会公平委員会、、、、

農業委員会及農業委員会及農業委員会及農業委員会及びびびび固定資産評価審査委員会並固定資産評価審査委員会並固定資産評価審査委員会並固定資産評価審査委員会並びにそのびにそのびにそのびにその職員職員職員職員をいうをいうをいうをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）並並並並びにびにびにびに市民市民市民市民

とのとのとのとの関係関係関係関係をををを明明明明らかにすることによりらかにすることによりらかにすることによりらかにすることにより公正公正公正公正でででで民主的民主的民主的民主的なななな市政運営市政運営市政運営市政運営をををを実現実現実現実現しししし、、、、もってもってもってもって市民市民市民市民がががが安心安心安心安心

してしてしてして生活生活生活生活できできできでき、、、、幸幸幸幸せをせをせをせを実感実感実感実感できるまできるまできるまできるまちのちのちのちの発展発展発展発展にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、この条例の目的について定めたものです。 

 

【解説】 

何のために、前文に定めたような「市民に開かれた議会」を実現しようとするのでしょう

か。それは市民が安心して生活でき、幸せを実感できるまちの発展を実現することです。こ

の条文は、そのことを定めています。 
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第第第第２２２２章章章章    議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則    

第２条 議会の活動原則 

 

（（（（議会議会議会議会のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））    

第第第第２２２２条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる原則原則原則原則にににに従従従従いいいい活動活動活動活動するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

(1) (1) (1) (1) 市民市民市民市民をををを代表代表代表代表するするするする議決機関議決機関議決機関議決機関であることをであることをであることをであることを常常常常にににに自覚自覚自覚自覚しししし、、、、公正性公正性公正性公正性、、、、透明性及透明性及透明性及透明性及びびびび信頼性信頼性信頼性信頼性をををを重視重視重視重視

しししし、、、、市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動することすることすることすること。。。。    

(2) (2) (2) (2) 市長等市長等市長等市長等にににに対対対対しししし、、、、適切適切適切適切なななな行政運営行政運営行政運営行政運営がががが行行行行われているかどうかわれているかどうかわれているかどうかわれているかどうか監視監視監視監視しししし、、、、評価評価評価評価をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

(3) (3) (3) (3) 議会議会議会議会にににに提出提出提出提出されたされたされたされた議案議案議案議案のののの審議審議審議審議をををを行行行行うほかうほかうほかうほか、、、、地方分権地方分権地方分権地方分権とととと自治自治自治自治のののの進展進展進展進展にににに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応するとするとするとすると

ともにともにともにともに議会議会議会議会のののの質質質質をををを高高高高めめめめ、、、、独自独自独自独自のののの政策立案政策立案政策立案政策立案やややや政策提言政策提言政策提言政策提言をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

(4) (4) (4) (4) 議決責任議決責任議決責任議決責任をををを深深深深くくくく認識認識認識認識しししし、、、、積極的積極的積極的積極的にににに情報公開情報公開情報公開情報公開にににに取取取取りりりり組組組組むことによりむことによりむことによりむことにより市民市民市民市民にににに対対対対するするするする説明責説明責説明責説明責

任任任任をををを果果果果たすことたすことたすことたすこと。。。。    

(5) (5) (5) (5) 市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを把握把握把握把握しししし、、、、政策政策政策政策立案立案立案立案にににに適切適切適切適切にににに反映反映反映反映できるようできるようできるようできるよう、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加のののの機会機会機会機会のののの拡拡拡拡

充充充充にににに努努努努めることめることめることめること。。。。    

(6) (6) (6) (6) 市民市民市民市民のののの議会議会議会議会のののの傍聴傍聴傍聴傍聴にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、議員議員議員議員がががが議案議案議案議案のののの審議審議審議審議にににに用用用用いるいるいるいる資料資料資料資料をををを提供提供提供提供しししし、、、、傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者のののの情情情情

報取得報取得報取得報取得にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした環境環境環境環境をををを整備整備整備整備するなどするなどするなどするなど、、、、市民市民市民市民のののの傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲をををを高高高高めるめるめるめる議会運営議会運営議会運営議会運営にににに努努努努めるこめるこめるこめるこ

とととと。。。。    

(7) (7) (7) (7) 市民市民市民市民にににに分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい議会運営議会運営議会運営議会運営をををを行行行行うためうためうためうため、、、、議会運営議会運営議会運営議会運営のののの基本基本基本基本となるとなるとなるとなる三田市議会委員会条三田市議会委員会条三田市議会委員会条三田市議会委員会条

例例例例（（（（昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第２２２２号号号号）、）、）、）、三田市議会会議規則三田市議会会議規則三田市議会会議規則三田市議会会議規則（（（（昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年三田市議会規則年三田市議会規則年三田市議会規則年三田市議会規則

第第第第１１１１号号号号））））及及及及びびびび議会内議会内議会内議会内でのでのでのでの申合申合申合申合せせせせ事項等事項等事項等事項等をををを継続的継続的継続的継続的にににに見直見直見直見直すことすことすことすこと。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、三田市議会（以下｢議会｣といいます。）がその責務を果たしていくための活

動原則について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１号関係号関係号関係号関係    

  市民から選出されている、ということを常に念頭に置き、市民に対して公正であり、市

民から見て活動内容がわかりやすく、市民が信頼することができる、市民に開かれた議会

を目指して活動することを定めています。 

 

第第第第２２２２号関係号関係号関係号関係    

  議会基本条例を制定する際にはとかく「議会の活性化」や「市民参加の推進」等に目が

行きがちです。しかしそもそもそれらは議会の本来的な役割である「市長等の執行機関に

より適切な行政運営が行われているかどうか監視し、評価すること」をより効果的に行う

ことができるようにするために考えられたものです。その原点を確認するためここに規定

を設けました。 
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第第第第３３３３号関係号関係号関係号関係    

  地方分権の進展により、地方公共団体の自治の権限は拡大してきています。そうした状

況の中で、議会の本来的な機能である市長等の活動に対する監視・評価を果たしていくた

めに、議員の自己研さん等により議会の質を高める、独自の政策立案や政策提言を行って

いくことを定めています。 

 

第第第第４４４４号関係号関係号関係号関係    

  「議決した」という事実に対する責任があるということを認識し、議決に至った経緯な

どを公開し、その内容を市民に分かりやすく説明する責任があることを定めています。 

 

第第第第５５５５号関係号関係号関係号関係    

  これまでは市民の意見を議会に届ける機会は、法制度上は選挙と請願・陳情、直接請求

に限られており、必ずしも十分であったとは言い切れないところがありました。そのた

め、議会としてこれまで以上に市民の多様な意見を把握し、議会の政策形成に生かせるよ

うにするため、市民参加の機会の拡充に努めることを定めています。「市民参加の機会の

拡充」としては、具体的には第７条に規定するように参考人制度・公聴会制度の活用（第

７条第１項）や、請願・陳情の提案者の意見を聴く機会を設けるように努めること（第７

条第２項）、市民との意見交換の場を多様に設けること（第７条第３項）を考えていま

す。 

 

第第第第６６６６号関係号関係号関係号関係    

  「市民に開かれた議会」の一環として、分かりやすい傍聴の実現のための具体的方策を

定めています。 

 

第第第第７７７７号関係号関係号関係号関係    

  議会運営が市民に分かりやすいものとなるよう、議会運営の基本ルールを定めた三田市

議会委員会条例、三田市議会会議規則、議会内での申合せ事項等を継続的に見直し、必要

に応じて改めていくことを定めています。 
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第３条 議員の活動原則 

 

（（（（議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））    

第第第第３３３３条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる原則原則原則原則にににに従従従従いいいい活動活動活動活動しなしなしなしなければならないければならないければならないければならない。。。。    

(1) (1) (1) (1) 議会議会議会議会がががが言論言論言論言論のののの府府府府であることであることであることであること及及及及びびびび合議制合議制合議制合議制のののの機関機関機関機関であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識しししし、、、、議員相互議員相互議員相互議員相互のののの自由自由自由自由なななな

討議討議討議討議をををを重重重重んじることんじることんじることんじること。。。。    

(2) (2) (2) (2) 市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして、、、、日常日常日常日常のののの調査活動及調査活動及調査活動及調査活動及びびびび自己研自己研自己研自己研さんをさんをさんをさんを通通通通してしてしてして常常常常にににに自自自自らのらのらのらの資質資質資質資質のののの向上向上向上向上にににに

努努努努めることめることめることめること。。。。    

(3) (3) (3) (3) 市政市政市政市政のののの課題全般課題全般課題全般課題全般についてについてについてについて市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、市民全体市民全体市民全体市民全体のののの福祉福祉福祉福祉のののの向向向向

上上上上をををを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動することすることすることすること。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、三田市議会議員（以下｢議員｣といいます。）がその責務を果たしていくため

の活動原則について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１号関係号関係号関係号関係        

        議会は多様な民意を代表して選出された議員で構成され、議員が意見を戦わせることに

よって様々な民意が反映された議決がなされます。そのため、議員間の自由な討議が非常

に重要である、ということを定めています。 

 

第第第第２２２２号関係号関係号関係号関係    

  「様々な民意が反映された議決」を実現するためには、自由な討議のバックボーンとな

る「市民が何を求めているか」を把握する必要があります。そのために常日頃から調査活

動を行い、経験を積むことによってより的確に民意をつかめるようになったり、その他の

自己を磨く努力をすることによって、自らの資質を高めていくべきことを定めています。 

 

第第第第３３３３号関係号関係号関係号関係    

  議員には、市民の意見等（民意）を的確に把握し、議決に反映する責務がありますが、

議員は「市民全体の代表」であるため、三田市全体の福祉の向上を図っていかなければな

りません。そのため、他の議員との自由かつ活発な討議を通じて様々な民意があることを

認識し、それぞれに配慮しつつより高次元な「市民全体の福祉」に昇華させるべく活動し

なければならないことを定めています。 
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第４条 議長の責務 

 

（（（（議長議長議長議長のののの責務責務責務責務））））    

第第第第４４４４条条条条    議長議長議長議長はははは、、、、二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう議会議会議会議会をををを代表代表代表代表しししし、、、、中立中立中立中立かつかつかつかつ公正公正公正公正なななな職務職務職務職務のののの遂行遂行遂行遂行にににに努努努努めめめめ

るとるとるとるとともにともにともにともに、、、、議会議会議会議会のののの品位品位品位品位をををを保持保持保持保持しししし、、、、民主的民主的民主的民主的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな議会運営議会運営議会運営議会運営にににに努努努努めなければならなめなければならなめなければならなめなければならな

いいいい。。。。    

２２２２    議長議長議長議長はははは、、、、不断不断不断不断にににに議会議会議会議会をををを改革改革改革改革しししし、、、、議会議会議会議会がががが議決機関議決機関議決機関議決機関としてとしてとしてとして最適最適最適最適なななな意思決定意思決定意思決定意思決定ができるができるができるができる環境環境環境環境をををを整整整整

えるようえるようえるようえるよう努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会の代表者である議長の責務について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項項項項関係関係関係関係        

  議長は、議長としての職務を中立かつ公正に行うように努めなければなりません。ま

た、市民の代表機関であることから議会に要求される品位を保持するよう努めなければな

りません。さらに、第１２条に定めるように議員間の自由討議を重視しつつ、効率的に議

会としての意思決定を行えるような議会運営に努めなければならないことを定めていま

す。 

 

第第第第２２２２項項項項関係関係関係関係    

  変化し続ける社会経済情勢を反映して、市民の意見や価値観もその時代によって変化し

ます。その時その時に応じた最良の意思決定を行えるようにするためには、常に議会も社

会経済情勢に適応していかねばなりません。そのため、この条例でも第１５条で議会改革

推進会議を設置して議会改革の取組みを検証し、かつ、継続的に行っていくことを規定し

ていますが、その総指揮の役割を議長が果たすべきことをここでは定めています。 
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第５条 会派 

 

（（（（会派会派会派会派））））    

第第第第５５５５条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動をををを行行行行うためうためうためうため、、、、会派会派会派会派をををを結成結成結成結成することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

２２２２    会派会派会派会派はははは、、、、主主主主としてとしてとしてとして同一同一同一同一のののの理念理念理念理念をををを共有共有共有共有するするするする議員議員議員議員でででで構成構成構成構成しししし、、、、活動活動活動活動するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

３３３３    会派会派会派会派はははは、、、、議会運営及議会運営及議会運営及議会運営及びびびび政策立案等政策立案等政策立案等政策立案等にににに関関関関しししし必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて会派間会派間会派間会派間でででで調整調整調整調整をををを行行行行いいいい、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成にににに

努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、会派の意義と役割等について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項項項項関係関係関係関係        

  議員は、自らの政策理念をより実現しやすくするために、理念を同じくする他の議員と

「会派」を結成し、議会内において統一行動をとることができることを定めています。 

 

第第第第２２２２項項項項関係関係関係関係    

  会派とは、主として同一の理念を持った議員同士によって構成され、その理念の実現に

向けて活動するものである、ということを定めています。 

 

第第第第３３３３項項項項関係関係関係関係    

  「様々な民意が反映された議決」をなるべく円滑に行っていくために、必要に応じて会

派間での意見調整を行い合意形成を図っていくべきことを定めています。 
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第第第第３３３３章章章章    市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係    

第６条 議会からの情報発信 

 

（（（（議会議会議会議会からのからのからのからの情報発信情報発信情報発信情報発信））））    

第第第第６６６６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして積極的積極的積極的積極的にににに情報情報情報情報をををを発信発信発信発信しししし、、、、情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、説説説説

明責任明責任明責任明責任をををを十分十分十分十分にににに果果果果たさなければならないたさなければならないたさなければならないたさなければならない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、本会議本会議本会議本会議をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、すべてのすべてのすべてのすべての会議会議会議会議をををを原則原則原則原則としてとしてとしてとして公開公開公開公開するするするする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、市民と議会の関係のうち、「議会から市民へ」の場面について定めたもので

す。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  三田市は、「行政主導のまちづくり」から「市民との協働によるまちづくり」への転換

を図っているところです。議会としてもまちづくりを市民と協働して行っていくにあた

り、できる限りの持てる情報を市民に対して積極的に発信することにより市民と共有する

ことを図るとともに、議会はなぜそのような議決に至ったのかという過程を説明できるよ

うにすべきことを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  地方自治法は、その第１１５条で本会議の公開を義務付けていますが、委員会などの公

開は法的に義務付けられていません。そのため、議会は三田市議会委員会条例第１６条で

常任委員会や議会運営委員会、特別委員会についての公開を定めていますが、議会の基本

原則を定めるこの条例が制定されるに当たり、これまで議会の基本ルールとしてきた「会

議の原則公開」をここで規定することにしました。なお、「原則」としているのは、会議

の議題が三田市情報公開条例（平成１５年三田市条例第２号）に定められている非公開と

する情報に該当する場合など、秘密会とせざるを得ないケースもあり得るためです。 
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第７条 市民等からの意見の反映 

 

    （（（（市民等市民等市民等市民等からのからのからのからの意見意見意見意見のののの反映反映反映反映））））    

第第第第７７７７条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、委員会委員会委員会委員会（（（（三田市議会委員会条例三田市議会委員会条例三田市議会委員会条例三田市議会委員会条例のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき設置設置設置設置されたされたされたされた常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会、、、、議議議議

会運営委員会及会運営委員会及会運営委員会及会運営委員会及びびびび特別委員会並特別委員会並特別委員会並特別委員会並びにそのびにそのびにそのびにその他他他他のののの委員会委員会委員会委員会をいうをいうをいうをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）のののの運営運営運営運営にににに当当当当たったったったっ

てはてはてはては、、、、参考人制度及参考人制度及参考人制度及参考人制度及びびびび公聴会制度公聴会制度公聴会制度公聴会制度をををを活用活用活用活用しししし、、、、市民又市民又市民又市民又はははは有識者有識者有識者有識者によるによるによるによる専門的又専門的又専門的又専門的又はははは政策的識見政策的識見政策的識見政策的識見

等等等等をををを議会議会議会議会のののの審議審議審議審議にににに反映反映反映反映させるようさせるようさせるようさせるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、請願及請願及請願及請願及びびびび陳情陳情陳情陳情をををを市民市民市民市民によるによるによるによる政策提案政策提案政策提案政策提案とととと位置付位置付位置付位置付けるとともにけるとともにけるとともにけるとともに、、、、そのそのそのその審議審議審議審議においてにおいてにおいてにおいて

必要必要必要必要とととと認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、これらこれらこれらこれら提案者提案者提案者提案者のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく機会機会機会機会をををを設設設設けるようにけるようにけるようにけるように努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを反映反映反映反映しししし得得得得るるるる合議体合議体合議体合議体としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすためにかすためにかすためにかすために、、、、

市民参加市民参加市民参加市民参加のののの機会機会機会機会のののの拡充拡充拡充拡充にににに努努努努めめめめ、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを多様多様多様多様にににに設設設設けるものとするけるものとするけるものとするけるものとする。。。。    

４４４４    前項前項前項前項のののの市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場はははは、、、、年年年年１１１１回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは別別別別にににに議長議長議長議長

がががが定定定定めるめるめるめる。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、市民と議会の関係のうち、「市民から議会へ」の場面について定めたもので

す。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項項項項関係関係関係関係        

  地方自治法で設けられている参考人制度（地方自治法第１０９条第６項他）、公聴会制

度（地方自治法第１０９条第５項他）を活用することにより市民の生の声や有識者の知見

を積極的に委員会における議論に取り入れるべきことを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議会は、請願や陳情が市民から提出された時は、これを市民から政策提案があったもの

ととらえ、真摯に対応するとともにその審議の際には提案者の意見を取り入れるべく、意

見を聴く機会を設けるように努めるものとすることを定めています。 

    

第第第第３３３３項関係項関係項関係項関係    

  議会は、前文にも規定したとおり、市民の多様な意見を検討・反映することのできる合

議制の機関です。その特性を最大限に生かすために、市民の意見を取り込む機会を、この

条の第１項と第２項に挙げる本会議等の議案審議の場に限らず、市民と接する機会を多様

に設け、幅広く市民の意見を取り込むことができるようにすべきことを定めています。

「市民との意見交換の場」としては、議会報告会や意見交換会などを考えています。    

 

第第第第４４４４項関係項関係項関係項関係    

  「市民との意見交換の場」は、年１回以上開催するものとします。そしてその具体的な

開催形態（例えば、議会報告会という形態をとるのか、意見交換会という形にするのか、
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など）や１年あたりの開催回数、開催時期（例えば、定例会が閉会するごとに、など）等

については、その時々の状況に応じて柔軟に決定できるようにするため、条例で定めると

いう形ではなく、規則などの形によって議長が定めることとしています。 
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第８条 広報 

 

（（（（広報広報広報広報））））    

第第第第８８８８条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市政市政市政市政にににに係係係係るるるる情報情報情報情報をををを、、、、議会独自議会独自議会独自議会独自のののの視点視点視点視点からからからから、、、、市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして周知周知周知周知しなければなしなければなしなければなしなければな

らないらないらないらない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの活動活動活動活動にににに対対対対してしてしてして市民市民市民市民のののの評価評価評価評価がががが的確的確的確的確になされるようになされるようになされるようになされるよう議案議案議案議案にににに対対対対するするするする各議員各議員各議員各議員のののの判判判判

断断断断をををを多様多様多様多様なななな広報手段広報手段広報手段広報手段をををを活用活用活用活用することによりすることによりすることによりすることにより公表公表公表公表しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、情報技術情報技術情報技術情報技術のののの発達発達発達発達をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた多様多様多様多様なななな広報手段広報手段広報手段広報手段をををを活用活用活用活用するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、市民市民市民市民がががが容易容易容易容易にににに

理解理解理解理解できるできるできるできる表現表現表現表現でででで広報広報広報広報することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会とととと市政市政市政市政にににに関心関心関心関心をををを持持持持つようにつようにつようにつように努努努努めなけれめなけれめなけれめなけれ

ばならないばならないばならないばならない。。。。    

４４４４    議会議会議会議会はははは、、、、前前前前３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする活動活動活動活動をををを行行行行うためうためうためうため、、、、広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    

５５５５    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会にににに関関関関することはすることはすることはすることは、、、、別別別別にににに議長議長議長議長がががが定定定定めるめるめるめる。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、第６条第１項に規定する議会からの情報発信のための手段としての広報活動

を充実して、議会の側から議会の活動内容等を市民に分かりやすく伝えるべきことを定めた

ものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係        

  議会は、市長等のさまざまな行政活動を監視・評価する立場から見ています。市長等も

自ら広報紙「伸びゆく三田」やホームページ、自治会への回覧などによって活動内容を広

報していますが、そこからは見えてこないようなものの見方、考え方もある場合がありま

す。それを、議会という客観的な立場から見た場合にどう見えるか、ということを市民の

皆様にお知らせすることによって、さまざまなものの見方・考え方があるということをお

示ししよう、ということを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  市民が議員の活動を評価する際に、その判断材料の一つとなるよう、議案に対する議員

の賛否などを議会報やホームページに掲載するなどの方法により公表すべき義務について

定めています。 

    

第第第第３３３３項関係項関係項関係項関係    

  議会は、「市民を代表する議決機関」（第２条第１号）ですから、市民の皆様からさま

ざまな市政に対するご意見やご提案をしていただかなければなりません。そして、それを

市民の皆様にしていただくためには、市民の皆様に議会や市政に対して関心を持っていた

だかなくてはなりません。 
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  そのために、議会の活動内容等を、従来の広報紙や自治会への回覧、新聞へのチラシ折

込みといった方法だけでなく、最近の発達した情報技術を用いたインターネットへのホー

ムページなどの方法も活用して市民の皆様に周知を図らなければならないことを定めてい

ます。 

  併せて、難しい専門用語を使わずに、誰にとっても分かりやすいような言葉づかいをす

ることを定めています。 

 

第第第第４４４４項関係項関係項関係項関係    

  この条の第１項から第３項までで定めている活動は、議会の組織内に広報委員会を設置

して、そこで担当することを定めています。 

 

第第第第５５５５項関係項関係項関係項関係    

  広報委員会を設置するに当たって必要となるルールについては、議長が決めることを定

めています。 
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第第第第４４４４章章章章    市長等市長等市長等市長等とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係    

第９条 市長等との関係 

 

（（（（市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの関係関係関係関係））））    

第第第第９９９９条条条条    議会議会議会議会のののの審議審議審議審議におけるにおけるにおけるにおける議員議員議員議員とととと市長等市長等市長等市長等はははは、、、、次項及次項及次項及次項及びびびび第第第第３３３３項項項項にににに掲掲掲掲げるところによりげるところによりげるところによりげるところにより、、、、緊張緊張緊張緊張

関係関係関係関係のののの保持保持保持保持にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会のののの本会議本会議本会議本会議におけるにおけるにおけるにおける議員議員議員議員とととと市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答はははは、、、、広広広広くくくく市政上市政上市政上市政上のののの論点論点論点論点、、、、争点争点争点争点をををを明確明確明確明確にににに

するためするためするためするため、、、、一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式でででで行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。    

３３３３    議長議長議長議長からからからから本会議及本会議及本会議及本会議及びびびび委員会委員会委員会委員会にににに出席出席出席出席をををを求求求求められためられためられためられた市長等市長等市長等市長等はははは、、、、議長又議長又議長又議長又はははは委員長委員長委員長委員長のののの許可許可許可許可をををを得得得得

てててて、、、、議員議員議員議員のののの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして反問反問反問反問することができるすることができるすることができるすることができる。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会と市長等の関係について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係        

  議会と市長等の関係については、市政の発展のために協力することも必要ですが、第２

条第２号に定めているとおり「適切な行政運営が行われているかどうか監視し、評価を行

う」という議会の役割から、適度な緊張関係を保つことも大切です。そこで、この条の第

２項と第３項で定めるやり方により緊張関係を保持することを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  従来の本会議での議員と市長等の質疑応答は、一括質問・一括答弁の方法であったた

め、傍聴している方にとって分かりにくいものでした。そのため、市政上の論点・争点を

分かりやすくするため、一問一答方式を選択して質疑応答をすることができることを定め

ています。また、一問一答方式をとることは、第２条第６号で定めている「市民の傍聴意

欲を高める議会運営」にもつながります。 

 

第第第第３３３３項関係項関係項関係項関係    

  従来は議員が市長等に対して市政に関して質問し、市長等はこれに対して答弁するだけ

でしたが、本会議や各種委員会での質疑応答をより実質的なものにするため、市長等が議

員から受けた質問に対して、議長や委員長の許可を得たうえで反問することができること

としました。 
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第１０条 監視及び評価 

 

（（（（監視及監視及監視及監視及びびびび評価評価評価評価））））    

第第第第１０１０１０１０条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市長市長市長市長がががが提案提案提案提案するするするする重要重要重要重要なななな政策政策政策政策、、、、条例又条例又条例又条例又はははは計画計画計画計画（（（（以下以下以下以下「「「「政策等政策等政策等政策等」」」」というというというという。）。）。）。）

についてについてについてについて、、、、議会議会議会議会のののの審議審議審議審議におけるにおけるにおけるにおける論点情報論点情報論点情報論点情報をををを形成形成形成形成しししし、、、、そのそのそのその政策等政策等政策等政策等のののの水準水準水準水準をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、

議決責任議決責任議決責任議決責任をををを担保担保担保担保するためするためするためするため、、、、市長市長市長市長にににに対対対対しししし次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項についてについてについてについて明明明明らかにするようらかにするようらかにするようらかにするよう求求求求

めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

(1) (1) (1) (1) 政策等政策等政策等政策等のののの提案提案提案提案にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの経緯及経緯及経緯及経緯及びびびび提案提案提案提案のののの理由理由理由理由    

(2) (2) (2) (2) 他他他他のののの自治体自治体自治体自治体のののの類似類似類似類似するするするする政策等政策等政策等政策等とのとのとのとの比較検討比較検討比較検討比較検討    

(3) (3) (3) (3) 市民参加市民参加市民参加市民参加のののの有有有有無無無無とそのとそのとそのとその内容内容内容内容 

(4) (4) (4) (4) 総合計画総合計画総合計画総合計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性    

(5) (5) (5) (5) 関係関係関係関係するするするする法令及法令及法令及法令及びびびび条例等条例等条例等条例等（（（（三田市三田市三田市三田市のののの条例及条例及条例及条例及びびびび三田市三田市三田市三田市のののの執行機関執行機関執行機関執行機関のののの規則規則規則規則（（（（地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法

（（（（昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年法律第年法律第年法律第年法律第６７６７６７６７号号号号。。。。以下以下以下以下「「「「法法法法」」」」というというというという。）。）。）。）第第第第１３８１３８１３８１３８条条条条の４の４の４の４第第第第２２２２項項項項にににに関関関関するするするする規程規程規程規程

をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）をいうをいうをいうをいう。）。）。）。）    

(6) (6) (6) (6) 政策等政策等政策等政策等のののの実施実施実施実施にににに要要要要するするするする財源措置財源措置財源措置財源措置    

(7) (7) (7) (7) 将来将来将来将来にわたるにわたるにわたるにわたる政策等政策等政策等政策等のコストのコストのコストのコスト計算計算計算計算    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、前項前項前項前項のののの政策等政策等政策等政策等のののの提案提案提案提案をををを審議審議審議審議するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、当該政策等当該政策等当該政策等当該政策等のののの水準水準水準水準をををを高高高高めるめるめるめる観点観点観点観点

からからからから、、、、立案及立案及立案及立案及びびびび執行執行執行執行におけるにおけるにおけるにおける問題点問題点問題点問題点をををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに、、、、執行後執行後執行後執行後におけるにおけるにおけるにおける政策評価政策評価政策評価政策評価にににに

資資資資するするするする審議審議審議審議にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、市長市長市長市長がががが予算案及予算案及予算案及予算案及びびびび決算決算決算決算をををを議会議会議会議会にににに提出提出提出提出しししし、、、、議会議会議会議会のののの審議審議審議審議にににに付付付付すにすにすにすに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、第第第第１１１１

項項項項のののの規定規定規定規定にににに準準準準じてじてじてじて、、、、市長市長市長市長にににに対対対対しししし施策別又施策別又施策別又施策別又はははは事業別事業別事業別事業別のののの分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい説明資料説明資料説明資料説明資料のののの作成作成作成作成にににに努努努努めるめるめるめる

ようようようよう求求求求めるめるめるめる。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、重要な政策等又は計画が提案される際に併せて議会の審議における論点情報

の形成・提供を求めること、政策評価に役立つ審議を行うこと等について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  市長から重要な政策等又は計画が提案された時に、効率的に審議を行い、その結果提案

された重要な政策等又は計画の水準がより高められるとともに、議会としても第２条第４

号に定められているように議決したということに対する責任があるため、どのような審議

を行った結果議決されたのかを市民に対して分かりやすく説明できるようにするため、議

会は市長に対して提案時に審議のガイドラインとなる７つの項目を提示するよう求めるこ

とを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議会は、第１項の定めに基づき提示された情報をもととして、議会の審議での争点を明

確にして、議決された場合に実行に移された政策の効果を評価する際に参考になるような

審議を行うよう努めることを定めています。 
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第第第第３３３３項関係項関係項関係項関係    

  議会は、市長が予算案又は決算を議会に提出するときは、第１項の定めの趣旨に準じ

て、施策別又は事業別の説明資料をあわせて作成して提出するよう市長に対して求めるこ

とを定めています。 
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第１１条 議決事項の拡大 

 

（（（（議決事項議決事項議決事項議決事項のののの拡大拡大拡大拡大））））    

第第第第１１１１１１１１条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市長市長市長市長とととと同様同様同様同様にににに市民市民市民市民のののの代表機関代表機関代表機関代表機関であることにであることにであることにであることに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、市政市政市政市政におけるにおけるにおけるにおける重要重要重要重要なななな計計計計

画等画等画等画等をををを決定決定決定決定するためするためするためするため、、、、法第法第法第法第９６９６９６９６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの議会議会議会議会のののの議決議決議決議決すべきもののすべきもののすべきもののすべきものの範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るものるものるものるもの

とするとするとするとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会のののの議決事項議決事項議決事項議決事項はははは、、、、三三三三田市議会田市議会田市議会田市議会のののの議決議決議決議決すべきすべきすべきすべき事件等事件等事件等事件等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年三田市条年三田市条年三田市条年三田市条

例第例第例第例第３７３７３７３７号号号号））））でででで定定定定めるめるめるめるところによところによところによところによるるるる。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、地方自治法第９６条第２項の規定に基づき議会の議決を必要とする案件を定

める条例を制定するときには、市民の意見が反映される範囲を広げるという観点から議決事

項の拡大を図っていくことを定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  市政における重要な計画等については、なるべく多くの市民の意見が反映されることが

望ましいです。そのため、市民を代表する合議制の機関である議会の議決が実施決定のた

めに必要となる計画等の数をなるべく増やし、市民の意見を反映することができる範囲を

広げる方向で検討していくことを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  地方自治法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決項目については、三田市議会の議

決すべき事件等に関する条例で定めるところによることとします。 

なお、直接この議会基本条例の中で定める、ということも考えられましたが、この議会

基本条例は議会の運営に関する基本的な事項を定めるという考え方のもと、比較的細かい

事項についてはそれぞれの個別の条例で定めることにしました。 
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第第第第５５５５章章章章    議員間議員間議員間議員間のののの討議討議討議討議    

第１２条 議員間の討議による合意形成 

 

（（（（議員間議員間議員間議員間のののの討議討議討議討議によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成））））    

第第第第１２１２１２１２条条条条    議議議議会会会会はははは、、、、本会議又本会議又本会議又本会議又はははは委員会委員会委員会委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、議員提出議案議員提出議案議員提出議案議員提出議案、、、、市長提出議案及市長提出議案及市長提出議案及市長提出議案及びびびび市民提案市民提案市民提案市民提案

等等等等をををを審議又審議又審議又審議又はははは審査審査審査審査しししし、、、、結論結論結論結論をををを出出出出すすすす場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議によりによりによりにより議論議論議論議論をををを尽尽尽尽

くしてくしてくしてくして合意形成合意形成合意形成合意形成にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、議会議会議会議会のののの政策立案政策立案政策立案政策立案能力能力能力能力のののの強化強化強化強化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、条例条例条例条例、、、、意見意見意見意見書書書書等等等等のののの議案議案議案議案のののの提出提出提出提出をををを積極的積極的積極的積極的

にににに行行行行うよううよううよううよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議員同士で自由な討議を行って合意形成を図っていこうとすることを定めた

ものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  議会に提出された議案・請願・陳情を審議して結論を出すときには、第３条第１号に定

められているとおり議会は言論の府・合議制の機関であり、議員相互の自由な討議が重ん

じられることから、議員相互間で自由・活発に討議し議論を尽くして合意形成をするよう

努めることを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議員は、地方自治法第１１２条で、議会が議決することを認められている事項について

の議案を提出する権限が認められています。しかしこれまでの状況は、この権限を有効に

活用してきたとは言い切れません。そのため、第２条第３号に定められている「独自の政

策立案や政策提言を行うこと」の実現に資するため、積極的に議員が条例・意見書等の議

案の提出を行うよう努めることを定めています。 
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第第第第６６６６章章章章    議会議会議会議会のののの体制体制体制体制    

第１３条 委員会の運営 

 

（（（（委員会委員会委員会委員会のののの運営運営運営運営））））    

第第第第１３１３１３１３条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、社会経済情勢等社会経済情勢等社会経済情勢等社会経済情勢等によりによりによりにより新新新新たにたにたにたに生生生生じるじるじるじる行政課題等行政課題等行政課題等行政課題等にににに迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ的確的確的確的確にににに対応対応対応対応すすすす

るためるためるためるため、、、、委員会委員会委員会委員会のののの専門性専門性専門性専門性とととと特性特性特性特性をををを活活活活かしかしかしかし、、、、そのそのそのその適切適切適切適切なななな運営運営運営運営にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、新たな行政課題等に迅速かつ的確に対応していくため、委員会を適切に運営

していこうとすることを定めたものです。 

 

【解説】 

  議会は、議案を審議する際に、実質的な審議を効率的に行うため、それぞれの分野別に

設けた常任委員会などの委員会に付託します。そして付託を受けた委員会で専門的に審議

を行い、導き出した結論を議長に報告し、議長はその報告を本会議に諮り、賛否を問うこ

とによって議決されます。このように委員会は議案に対して専門的な検討を加えることが

可能であるため、議会は委員会の適切な運営と活用を図ることによって昨今の社会経済情

勢の急激な変化に伴い新たに発生してくる行政課題に的確に対応していこうとすることを

定めています。 
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第１４条 調査機関の設置 

 

（（（（調査機関調査機関調査機関調査機関のののの設置設置設置設置））））    

第第第第１４１４１４１４条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議案議案議案議案のののの審査審査審査審査、、、、諮問又諮問又諮問又諮問又はははは三田三田三田三田市市市市のののの事務事務事務事務にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のためのためのためのため必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認

めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、別別別別にににに条例条例条例条例でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、調査機関調査機関調査機関調査機関をををを設置設置設置設置することができるすることができるすることができるすることができる。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、必要に応じて議会に調査機関を設けることができるようにすることを定めた

ものです。 

 

【解説】 

  市長その他の執行機関には、執行機関の要請を受けて、行政執行の前提として必要な審

査、諮問又は調査等を行うことを職務とする附属機関を設置することができます（地方自

治法第１３８条の４第３項）。これを議会についても応用し、第２条第２号と第２条第３

号に定められている「行政運営の監視・評価」「政策立案」「政策提言」の機能を高める

ことにもつなげるため、議会にも調査機関を設置することができることを定めています。 
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第１５条 議会改革 

 

（（（（議会改革議会改革議会改革議会改革））））    

第第第第１５１５１５１５条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議会議会議会議会のののの改革改革改革改革のののの取組取組取組取組みをみをみをみを検証検証検証検証しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、継続的継続的継続的継続的にににに取取取取りりりり組組組組むためむためむためむため、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革

推進会議推進会議推進会議推進会議をををを設置設置設置設置するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

２２２２    議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議はははは、、、、前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする議会改革議会改革議会改革議会改革のののの取組取組取組取組みのみのみのみの検証検証検証検証をををを行行行行うほかうほかうほかうほか、、、、第第第第２６２６２６２６条条条条にににに

規定規定規定規定するこのするこのするこのするこの条例条例条例条例のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会が自己改革の取組みを継続的に行っていくために、議会改革推進会議を

設置することを定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  社会経済情勢は、現在まで変化を続けてきました。そして、これからも変わり続けてい

くでしょう。議会は、変化する社会経済情勢に適応する存在であり続けるためには、常に

議会のあり方を検証し、時代に合うように自己を改める取組みを続けていく必要がありま

す。その取組みを行う議会内の組織として、議会改革推進会議を設置することを定めてい

ます。 

  三田市議会はこれまでにも議会の改革を扱う委員会を設置し、議会のあり方について検

討し改革を行ってきました。しかし、地方自治法にその法的根拠をもつ常任委員会・議会

運営委員会・特別委員会に比べ、議会が任意に設置したものであり法的基盤が弱い、とい

う弱点がありました。今回この条例でその設置を定めることにより、法に基づく委員会を

凌駕しないまでも肩を並べるところまでその存在意義を高め、議会改革推進会議の導き出

した結論に権威を持たせようとするものです。 

  

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  第１項の規定により設置される議会改革推進会議は、議会改革の取組みの検証を行うだ

けではなく、第２６条に規定するこの条例の見直しの検討も行うこととします。 
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第１６条 政策研究会 

 

（（（（政政政政策研究会策研究会策研究会策研究会））））    

第第第第１６１６１６１６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市政市政市政市政にににに関関関関するするするする重要重要重要重要なななな政策等及政策等及政策等及政策等及びびびび課題課題課題課題にににに対対対対しししし共通認識共通認識共通認識共通認識のののの醸成醸成醸成醸成をををを図図図図りりりり、、、、合意合意合意合意

形成形成形成形成にににに資資資資するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、条例案条例案条例案条例案のののの策定策定策定策定やややや政策立案政策立案政策立案政策立案、、、、市長市長市長市長にににに対対対対するするするする政策提言等政策提言等政策提言等政策提言等をををを行行行行うためうためうためうため、、、、

政策研究会政策研究会政策研究会政策研究会をををを置置置置くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。    

２２２２    政策研究会政策研究会政策研究会政策研究会にににに関関関関することはすることはすることはすることは、、、、別別別別にににに議長議長議長議長がががが定定定定めるめるめるめる。。。。    

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会が議員間の合意形成や条例案の制定、政策提言等を行うために必要に応

じて政策研究会を設置することができることを定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  市政に関する重要な政策や課題について、議員間に共通認識をつくりだすことにより合

意形成に導いたり、第２条第３号に定められている議会の政策提言や第１２条第２項に定

められている議員の条例案の提出の活動を支援する組織として、政策研究会を設置するこ

とができることを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  構成メンバーなど政策研究会の設置について必要となることがらは、議会規程などによ

って議長が決めることを定めています。 



 

23 

 

第１７条 議会による研修 

 

（（（（議会議会議会議会によるによるによるによる研修研修研修研修））））    

第第第第１７１７１７１７条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの政策立案能力政策立案能力政策立案能力政策立案能力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充実強化充実強化充実強化充実強化にににに努努努努めるもめるもめるもめるも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充実強化充実強化充実強化充実強化にににに当当当当たたたたりりりり、、、、広広広広くくくく各分野各分野各分野各分野のののの専門家専門家専門家専門家、、、、市民等市民等市民等市民等とのとのとのとの議員研修会議員研修会議員研修会議員研修会をををを

開催開催開催開催するするするする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会が議員の能力向上を図るために議員研修を重視し、その充実強化を図っ

ていくことを定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  議会は、議員の政策立案の能力向上を図り、それにより第２条第３号や第１２条第２項

に定められている内容を実現するために、議員研修の充実強化に努めることを定めていま

す。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議会は、議員研修の講師として各分野の専門家や市民を招き、幅広い範囲にわたって内

容の伴った研修を実施することによって議員研修の充実強化を図っていくことを定めてい

ます。  
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第１８条 危機管理 

 

（（（（危機管理危機管理危機管理危機管理））））    

第第第第１８１８１８１８条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、災害等災害等災害等災害等のののの不測不測不測不測のののの事態事態事態事態からからからから市民市民市民市民のののの生命生命生命生命、、、、身体及身体及身体及身体及びびびび財産又財産又財産又財産又はははは生活生活生活生活のののの平穏平穏平穏平穏をををを守守守守

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時においてにおいてにおいてにおいて総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ機能的機能的機能的機能的にににに活動活動活動活動できるようできるようできるようできるよう市長等市長等市長等市長等とととと協力協力協力協力しししし、、、、危機管危機管危機管危機管

理体制理体制理体制理体制のののの整備整備整備整備にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

２２２２    議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員はははは、、、、災害等災害等災害等災害等のののの不測不測不測不測のののの事態事態事態事態がががが発生発生発生発生したときはしたときはしたときはしたときは、、、、市長等市長等市長等市長等とととと連携連携連携連携しししし、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに

掲掲掲掲げるげるげるげる対応対応対応対応をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

(1) (1) (1) (1) 議員議員議員議員によるによるによるによる協議又協議又協議又協議又はははは調整調整調整調整をををを行行行行うためのうためのうためのうための協議会等協議会等協議会等協議会等をををを開催開催開催開催することすることすることすること。。。。    

(2) (2) (2) (2) 状況状況状況状況をををを調査調査調査調査しししし、、、、市民市民市民市民のののの意見及意見及意見及意見及びびびび要望要望要望要望をををを的的的的確確確確にににに把握把握把握把握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて市長等市長等市長等市長等

にににに対対対対しししし提言提言提言提言をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、平成７年１月１７日にわが三田市の近辺で発生した阪神・淡路大震災と、平

成２３年３月１１日に発生した東日本大震災のような未曾有の大災害の発生を見聞した経験

から、三田市で災害等の不測の事態が発生した場合にその対応を市長等に全て任せておくの

ではなく、議会としてもできることとして、事前に議会が講じるべき対策と、実際に災害等

の不測の事態が発生した時に議会が取るべき行動について定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項項項項関係関係関係関係        

  災害等が発生した際に、議会として迅速に、総合的に、機能的に事態に対処できるよう

にするため、市長等と協力して事前に危機管理体制を整備するよう努めることを定めてい

ます。 

  なお、「災害等」とは、地震や風水害などの自然災害に限らず、大規模な事件・事故

（テロなど）、市民の健康への脅威（新型インフルエンザなどの疫病の蔓延）、個人情報

の漏えい事案など、市民の皆さんの生命、身体及び財産又は生活の平穏が脅かされるケー

スを幅広く想定しています。 

 

第第第第２２２２項項項項関係関係関係関係    

  議会及び議員が、実際に災害等の不測の事態が発生した時に市長等と連携して取るべき

対応について定めています。 
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第第第第７７７７章章章章    議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理、、、、身分及身分及身分及身分及びびびび待遇待遇待遇待遇    

第１９条 議員の政治倫理 

 

（（（（議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理））））    

第第第第１１１１９９９９条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、三田市議会議員三田市議会議員三田市議会議員三田市議会議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例

（（（（平成平成平成平成２０２０２０２０年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第３８３８３８３８号号号号））））でででで定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、市民市民市民市民のののの代表者代表者代表者代表者としてとしてとしてとして政治政治政治政治倫理倫理倫理倫理をををを常常常常にににに自覚自覚自覚自覚しししし、、、、品位品位品位品位のののの保持保持保持保持にににに努努努努めなければならなめなければならなめなければならなめなければならな

いいいい。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議員が市民の代表者であることから求められる高潔な政治倫理や品位の保持

に努めるべきことを定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  議員の政治倫理については、三田市議会議員の政治倫理に関する条例で個別具体的に規

定することを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議員は、選挙により主権者である市民から厳粛な信託を受けていることから、高潔な政

治倫理をわきまえていることが求められます。そのことを常に自覚し、議員としての品位

の保持に努めなければならないことを定めています。 
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第２０条 定数 

 

（（（（定数定数定数定数））））    

第第第第２０２０２０２０条条条条    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、三田市議会議員定数三田市議会議員定数三田市議会議員定数三田市議会議員定数条例条例条例条例（（（（昭和昭和昭和昭和３４３４３４３４年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第７７７７号号号号））））でででで定定定定めるめるめるめる

ところによるところによるところによるところによる。。。。    

２２２２    議員定数議員定数議員定数議員定数のののの改正改正改正改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの視点視点視点視点だけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、議会議会議会議会のののの機能機能機能機能をををを高高高高めるめるめるめる目的目的目的目的

をををを常常常常にににに持持持持ちちちち、、、、市政市政市政市政のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、将来将来将来将来のののの予測予測予測予測とととと展望展望展望展望をををを十分十分十分十分にににに考慮考慮考慮考慮するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、議員活動議員活動議員活動議員活動

のののの評価等評価等評価等評価等にににに関関関関してしてしてして学識者及学識者及学識者及学識者及びびびび市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聴取聴取聴取聴取するためするためするためするため、、、、参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度、、、、公聴会制度等公聴会制度等公聴会制度等公聴会制度等をををを十十十十

分分分分にににに活用活用活用活用するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

３３３３    議員定数議員定数議員定数議員定数のののの条例改正案条例改正案条例改正案条例改正案はははは、、、、法第法第法第法第７４７４７４７４条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる市民市民市民市民のののの直接請求直接請求直接請求直接請求のののの場合及場合及場合及場合及びびびび市市市市

長長長長がががが提出提出提出提出するするするする場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、改正理由改正理由改正理由改正理由のののの説明説明説明説明をををを付付付付してしてしてして議員議員議員議員がががが提案提案提案提案するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会の議員定数について具体的には別個の条例で規定することや、議員定数

の改正に関することを定めています。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  市の議会の議員の定数は、条例で定めることとされています（地方自治法第９１条第１

項）。それを受けて、議会の議員の定数は三田市議会議員定数条例（昭和３４年三田市条

例第７号）で規定することを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議員の定数を、その時その時の社会経済情勢に応じた適正な数に改めようとするとき

は、市の財政状況のみに注目するのではなく、議会の機能を高めるという観点からも検討

を加えることとし、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮して決定します。 

また、市民の意見も十分に反映させるために、公聴会制度（地方自治法第１０９条第５

項）や参考人制度（地方自治法第１０９条第６項）を十分に活用することを定めていま

す。 

 

第第第第３３３３項関係項関係項関係項関係    

  議員定数の条例改正案は、市民からの直接請求がなされた場合（地方自治法第７４条第

１項）又は市長が提案した場合を除き、市民への説明責任を果たすため改正理由を明快に

説明できるようにすべきことを定めています。 
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第２１条 議員報酬 

 

（（（（議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬））））    

第第第第２１２１２１２１条条条条    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは、、、、三田市議会議員報酬等三田市議会議員報酬等三田市議会議員報酬等三田市議会議員報酬等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（昭和昭和昭和昭和３１３１３１３１年三田町条例第年三田町条例第年三田町条例第年三田町条例第１８１８１８１８

号号号号））））でででで定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

２２２２    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの改正改正改正改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの視点視点視点視点だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、市政市政市政市政のののの現状及現状及現状及現状及びびびび課題並課題並課題並課題並びびびび

にににに将来将来将来将来のののの予測及予測及予測及予測及びびびび展望展望展望展望をををを十分十分十分十分にににに考慮考慮考慮考慮するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、学識者及学識者及学識者及学識者及びびびび市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聴取聴取聴取聴取するたするたするたするた

めめめめ、、、、参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度、、、、公聴会制度等公聴会制度等公聴会制度等公聴会制度等をををを十分十分十分十分にににに活用活用活用活用するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

３３３３    前条第前条第前条第前条第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの条例改正条例改正条例改正条例改正のののの場合場合場合場合についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。    

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会の議員報酬について具体的には別個の条例で規定することや、議員報酬

の改正に関することについて定めています。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項項項項関係関係関係関係    

  議員報酬については、三田市議会議員報酬等に関する条例（昭和３１年三田町条例第１

８号）で具体的に規定することを定めています。 

 

第第第第２２２２項項項項関係関係関係関係    

  議員報酬の額を改めようとするときは、議員定数の改正の場合（第２０条第２項）と同

様のやり方で検討することを定めています。つまり、市の財政状況のみに注目するのでは

なく、議会の機能を高めるという観点からも検討を加えることとし、市政の現状と課題、

将来の予測と展望を十分に考慮して決定することとし、また、市民の意見も十分に反映さ

せるために、公聴会制度（地方自治法第１０９条第５項）や参考人制度（地方自治法第１

０９条第６項）を十分に活用することとします。 

 

第第第第３３３３項項項項関係関係関係関係    

  議員報酬の条例改正方法としては、市民が議員報酬に関する条例改正の直接請求を行う

場合、市長が三田市特別職報酬等審議会の答申に基づいて改正案を提出する場合、議員が

議員報酬改正議案を提出する場合があります。 

  議員報酬の条例改正案についても、議員定数の条例改正案（第２０条第３項）と同様の

取扱いとします。 
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第２２条 政務調査費 

 

（（（（政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費））））    

第第第第２２２２２２２２条条条条    政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費にににに関関関関することすることすることすることはははは、、、、三田市議会政務調査費三田市議会政務調査費三田市議会政務調査費三田市議会政務調査費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成１１１１

３３３３年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第年三田市条例第２２２２号号号号））））でででで定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

 

 

【趣旨】 

この条文は、政務調査費について定めたものです。 

 

【解説】 

  地方自治法第１００条第１４項は、「条例の定めるところにより、その議会の議員の調

査研究に資するため必要な経費の一部として」政務調査費を交付することができることを

定めています。 

  これを受けて、三田市では政務調査費に関することは三田市議会政務調査費の交付に関

する条例（平成１３年三田市条例第２号）で定めるところによることとしています。な

お、この条例では、政務調査費の公正性や透明性を確保するため、政務調査費の交付を受

けた会派から提出された報告書の公開に関する手続も規定しています。 
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第第第第８８８８章章章章    議会議会議会議会機能機能機能機能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

第２３条 議会事務局 

 

（（（（議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局））））    

第第第第２３２３２３２３条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員のののの政策立案能力政策立案能力政策立案能力政策立案能力をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの法務及法務及法務及法務及びびびび財務財務財務財務

などなどなどなど市政市政市政市政にににに関関関関するするするする調査機能調査機能調査機能調査機能のののの強化強化強化強化にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議長議長議長議長はははは、、、、議会運営議会運営議会運営議会運営にににに加加加加ええええ、、、、議会議会議会議会のののの政策立案等政策立案等政策立案等政策立案等にににに資資資資するするするする職員職員職員職員をををを議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの職員職員職員職員としてとしてとしてとして出出出出

向向向向させるようさせるようさせるようさせるよう市長市長市長市長にににに要請要請要請要請するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

３３３３    市長市長市長市長はははは、、、、議長議長議長議長からからからから前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる要請要請要請要請をををを受受受受けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、誠実誠実誠実誠実にににに応応応応じなければならなじなければならなじなければならなじなければならな

いいいい。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会が議会事務局の機能の強化を図っていくこと等について定めたもので

す。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  議会は、第２条第３号に定められている議会の政策立案等と第３条第２号に定められて

いる議員の調査活動等の能力向上につなげるため、議会の活動をサポートする役割を持つ

議会事務局の市政に関する調査機能の強化を図っていくことを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  現在の法的な人事権は議長にありますが、現実的な対応としては市長部局からの出向形

式を採っています。 

  第１項で定めている議会事務局の機能強化を実現するために、議長は、議会の活動を支

援することができる資質を備えた市職員を議会事務局へ出向させるよう市長に要請するこ

とを定めています。 

  なお、「政策立案『等』」とあるのは、政策立案のほかに、広報活動やホームページ編

集・ツイッターなどのＩＴ関係の分野を含むことを想定しています。 

 

第第第第３３３３項関係項関係項関係項関係    

  市長は、第２項で定められた要請を受けたときは、これに対して誠実に対応することを

定めています。 
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第２４条 議会図書室 

 

（（（（議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室））））    

第第第第２４２４２４２４条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの調査研究及調査研究及調査研究及調査研究及びびびび政策立案能力等政策立案能力等政策立案能力等政策立案能力等のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室のののの充充充充

実実実実にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室はははは、、、、議員議員議員議員のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが利用利用利用利用できるものとするできるものとするできるものとするできるものとする。。。。 

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会が議員の調査研究や議会の政策立案能力の向上に役立てるために、議会

図書室の充実を図っていくこと等を定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項関係項関係項関係項関係    

  議会は、第２条第３号に定められている議会の政策立案等と第３条第２号に定められて

いる議員の調査活動等の能力向上につなげるため、議会図書室に収蔵する図書や資料の充

実を図ることを定めています。 

 

第第第第２２２２項関係項関係項関係項関係    

  議会図書室は、第１項に定めているように議員が利用することが第１の目的ですが、こ

れを誰も（三田市民に限りません。）が利用できることとします。 
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第第第第９９９９章章章章    条例条例条例条例のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ及及及及びびびび見直見直見直見直しししし    

第２５条 この条例の位置付け 

 

（（（（このこのこのこの条例条例条例条例のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ））））    

第第第第２５２５２５２５条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、議会運営議会運営議会運営議会運営におけるにおけるにおけるにおける基本原則基本原則基本原則基本原則であってであってであってであって、、、、議会議会議会議会はははは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例にににに反反反反するするするする議議議議

会会会会のののの条例条例条例条例、、、、規則規則規則規則、、、、規程等規程等規程等規程等をををを制定制定制定制定してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。    

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会に関係する事項について規定した条例・規則等の体系の中におけるこの

条例の位置付けについて定めたものです。 

 

【解説】 

  基本的に個々の条例の間には、その効力に優劣はありません。しかし私たち議会は、こ

の三田市議会基本条例を、議会に関する事柄を規律する例規体系の中で頂点にあるものと

位置付け、その体系に属する例規を改廃するときには、この条例の趣旨を尊重し、この条

例に反しないようにすべきことを定めています。 
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第２６条 見直し 

 

（（（（見直見直見直見直しししし））））    

第第第第２６２６２６２６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行後施行後施行後施行後、、、、常常常常にににに市民市民市民市民のののの意見意見意見意見、、、、社会社会社会社会経済経済経済経済情勢情勢情勢情勢のののの変化等変化等変化等変化等をををを勘案勘案勘案勘案しししし、、、、

議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの規定規定規定規定についてについてについてについて検討検討検討検討をををを加加加加

ええええ、、、、そのそのそのその結果結果結果結果にににに基基基基づいてづいてづいてづいて所要所要所要所要のののの措置措置措置措置をををを講講講講ずるものとするずるものとするずるものとするずるものとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例をををを改正改正改正改正するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、本会議本会議本会議本会議においてにおいてにおいてにおいて改正改正改正改正のののの理由理由理由理由をををを説明説明説明説明しなければなしなければなしなければなしなければな

らないらないらないらない。。。。    

 

 

【趣旨】 

この条文は、議会がこの条例の見直しの取組みを継続的に行い、必要に応じて改正などの

手続を行っていくことを定めたものです。 

 

【解説】 

第第第第１１１１項項項項関係関係関係関係    

  議会は、第１５条に定める議会改革の取組みと同様に、変化し続ける市民の意見や社会

経済情勢を常に的確に把握し、この条例の内容が時代に合っているかどうか検証すること

を継続的に取り組み、必要に応じてこの条例の改正などの措置をとることを定めていま

す。また、その検証は、第１５条の規定により設置される議会改革推進会議において行う

こととします。 

 

第第第第２２２２項項項項関係関係関係関係    

  議会は、この条例を改正しようとするときは、市民への説明責任を果たすため、改正の

理由を本会議において説明することを定めています。 

 


